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告 示 

鳥取県告示第191号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（第54条の２第５項において準用する場合及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規

定に基づき、指定介護機関から居宅介護事業者及び介護予防事業者の名称を変更した旨の届出があったので、生

活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により

次のとおり告示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所の所在

地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 変更年月日 

株式会社ハート

アークヤマト

西伯郡南部町倭381

－９ 

ヤマト薬局 西伯郡南部町倭381

－９ 

居宅療養管理指

導 

令和２年11月

１日 

２ 介護予防事業者 

名 称 
主たる事務所の所在

地 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
サービスの種類 変更年月日 

株式会社ハート

アークヤマト

西伯郡南部町倭381

－９ 

ヤマト薬局 西伯郡南部町倭381

－９ 

介護予防居宅療

養管理指導 

令和２年11月

１日 

鳥取県告示第192号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、湯梨浜町長から次

のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ

り告示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量） 

２ 作業地域 東伯郡湯梨浜町地内 

３ 終了年月日 令和３年３月12日 

鳥取県告示第193号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害児通

所支援事業を行う事

業所の名称 

指定に係る障害児通所

支援事業を行う事業所の

所在地 

障害児通所

支援事業の

種類 

指定年月日 

社会福祉法人

こうほうえん 

境 港 市 誠 道

町2083 

キッズタウンからふ

る 

米子市両三柳1400 児童発達支

援、保育所等

訪問支援 

令和３年４月

１日 

公益社団法人

青年海外協力

長野県駒ケ根

市中央16－７ 

J’sこどもLabo南部 西伯郡南部町法勝寺

576 

放課後等デ

イサービス
〃 
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協会 

鳥取県告示第194号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者から

障害児通所支援事業を廃止する旨の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害児通

所支援事業を行って

いた事業所の名称 

指定に係る障害児通所

支援事業を行っていた

事業所の所在地 

障害児通所

支援事業の

種類 

廃止年月日 

株式会社Ｍａ

ｏ 

境 港 市 上 道

町2231－２ 

Ｍａｏ障がい児通所

支援事業所 

境港市上道町2231－２ 児童発達支

援 

令和３年３月

31日 

鳥取県告示第195号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。

令和３年４月９日

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事

業所の名称 

指定に係る事

業所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

株式会社カオ

ナ 

ケアタウン薬

局 

米 子 市 奥 谷

1155－４ 

令和３年３月31日 令和３年３月７日 居宅療養管理

指導 

鳥取県告示第196号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事

業所の名称 

指定に係る事

業所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

株式会社カオ

ナ 

ケアタウン薬

局 

米 子 市 奥 谷

1155－４ 

令和３年３月31日 令和３年３月７日 介護予防居宅

療養管理指導 

鳥取県告示第197号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サービス

の種類 
指定年月日 

特定非営利活

動法人こども

スマイルプロ

米 子 市 両 三 柳

3904－１ 

生活介護よろこび 米子市皆生温泉三丁

目１－７ 

生活介護 令和３年４

月１日 
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ジェクト 

〃 〃 短期入所ふくろう 〃 短期入所 〃 

特定非営利活

動法人穂のし

るべ 

境 港 市 上 道 町

3322 

ことほぐ～壽～ 境港市清水町631－

３ 〃 〃 

株式会社ラフ

デッサン 

米子市加茂町二

丁目112

Ｆｉｎｅ米子オフィ

ス 

米子市加茂町二丁目

113 

就労定着支援 
〃 

特定非営利活

動法人穂のし

るべ 

境 港 市 上 道 町

3322 

ことほぐ～壽～ 境港市清水町631－

３ 

共同生活援助 

〃 

鳥取県告示第198号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者から指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法

第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行っ

ている事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行っ

ている事業所の所在

地 

障害福祉サービス

の種類 
廃止年月日 

特定非営利活

動法人メルヘ

ン福祉会

西伯郡伯耆町大

殿1092－２ 

ゆめ工房２１ 西伯郡伯耆町久古

1042 

就労継続支援Ｂ型 令和３年３月

31日 

調 達 公 告 

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号。以下「政令」という。）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和３年４月９日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  新聞紙面への県政広報に関する記事の掲載 一式 

２ 契 約 方 式  随意契約 

３ 随意契約の相手方を決定  令和３年３月17日 

 した日 

４ 契約の相手方の名称及び  株式会社新日本海新聞社 

所在地 鳥取市富安二丁目137 

５ 契 約 金 額  新聞広告掲載 １段当たり75,000円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

新聞広告版下制作 １段当たり6,000円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

新聞広告掲載日指定 １段当たり15,000円（消費税及び地方消費税の額を除

く。） 

新聞広告掲載（お詫び・訂正・職員募集） １段×１センチメートル当たり 

15,500円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 

県政テレビ番組案内掲載 １回当たり21,875円（消費税及び地方消費税の額を

除く。） 
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６ 随意契約による理由  他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他

これに類するものを調達するものであり、調達の相手方が特定されるため。（政

令第11条第１項第１号） 

７ 契約事務担当部局の名称  鳥取県令和新時代創造本部広報課 

及び所在地 鳥取市東町一丁目220 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和３年４月９日 

米子警察署長 植  木  昭  博 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  米子警察署・西部免許センター庁舎清掃業務 一式 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和３年３月12日 

４ 落札者の名称及び所在地  株式会社ホームメンテナンス 

大阪府大阪市阿倍野区昭和町二丁目12－10 

５ 落 札 金 額  26,433,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  令和３年１月29日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県米子警察署会計課  

及び所在地 米子市上福原1266－４ 

正 誤 

 令和２年９月29日付鳥取県公報第9238号の鳥取県告示第535号（保安林の指定施業要件の変更予定について）中

次の箇所に誤りがあったので、訂正する。 

頁 ２ 

行 21から23まで 

誤 西伯郡伯耆町丸山字臼場1025の２、1029の２、1034の２、字上狼谷1553の４、1558の３、番原字大畑448、

452の２、字三条尻643の２、字前ノ段620の３、字門畑575の２、字七ツ又718の２、718の４、719の４、字小

才707の２、707の５、字小才薮下674の２、真野字反リ原692の91、字釜ヶ谷883、字下河原910、小野字川平

42の１ 

正 西伯郡伯耆町番原字門畑575の２・字七ツ又718の４・719の４・字小才707の５（以上４筆国有林）、丸山

字臼場1025の２、1029の２、1034の２、字上狼谷1553の４、1558の３、番原字大畑448、452の２、字三条尻

643の２、字前ノ段620の３、字七ツ又718の２、字小才707の２、字小才薮下674の２、真野字反リ原692の91

（次の図に示す部分に限る。）、字釜ヶ谷883、字下河原910、小野字川平42の１ 

頁 ２ 

行 下から14 

誤 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を 

正 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を 


